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地方独立行政法人川崎町立病院事業報告書 

 

「地方独立行政法人川崎町立病院の概要」 

１． 現況 

 

① 法 人 名   地方独立行政法人川崎町立病院 

② 所 在 地   福岡県田川郡川崎町大字川崎２４３０番地の１ 

③ 設立年月日   平成２３年４月１日 

 

④ 役員の状況   （平成３１年３月３１日現在） 

理事長  伊森 裕晃  川崎町立病院 病院長 

理 事  大下 美代子 川崎町立病院 看護部長 

理 事  藤崎 弘毅  川崎町立病院 事務局主幹 

理 事  元永 高美  元川崎町助役 

理 事  野村 國春  元川崎町立病院 事務長 

監 事  宗吉 幸生  川崎町監査委員 

監 事  中原 保香  元 JR 九州助役 

 

⑤ 設置・運営する病院の概要 

病床数   ９９床（一般病棟５８床、療養病床４１床） 

診療科目  内科、眼科、外科、小児科、放射線科、リハビリテーション科 

 

⑥ 職員数  １１２名（平成３１年３月３１日現在） 

 

「全体的な状況」 

１． 総括 

 地方独立行政法人川崎町立病院は、安全・安心な医療を提供し、その健康の保持及び増進に寄

与する事を目的とし、非公務員型の地方独立行政法人として、平成 23 年 4 月 1 日に設立した。 

 法人化後は、地方独立行政法人制度の特徴である自主性・効率性・機動性・柔軟性を最大限に

発揮するために、第 1 期中期目標期間の業務実績を踏まえ、理事長を中心に引き続き病院全体で

経営改善に取り組んできた。第 2 期中期目標期間の 4 年間で以下の取組みを実施した。 

 診療面では、内科常勤医師 4 名体制が続いていたが、平成 30 年 5 月に副院長が死去し、現在

は 3名体制である。医師確保が喫緊の課題である中、同年 8月に内科非常勤医師 1名を確保した。

高齢化が進む地域住民ニーズに応えるため、平成 28 年度に骨密度測定装置の新規導入。平成 29

年度には眼科の白内障手術を再開し、手術室の改修及び白内障手術装置・顕微鏡等の医療機器更 
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新を実施した。また、医療の質及び安全性の確保としては、老朽化が進んだ各種医療機器の更

新を実施した他、法令・行動規範の遵守をはじめ、医療安全管理指針、リスクマネジメントマニ

ュアル等の策定とインシデントレポートの事例報告促進・院内感染防止対策の徹底などを行った。 

 事業運営面では、平成 29 年 8 月に病床数を 102 床から 99 床に 3 床減少し病床運営の効率化

を図った。他には白内障手術の再開と、平成 30 年 4 月より言語聴覚士を採用、言語聴覚室を設

置し嚥下機能障害や脳血管疾患の患者の訓練を開始した。また、同年 5 月より保育士 2 名を採用

し、主に女性医師や看護師等の人材確保と勤務環境改善を目的に院内保育園を開設した。教育研

修面では、主な資格取得として、准看護師 2 名、臨床検査技師 1 名が超音波検査士（消化器領域）

を、理学療法士 1 名が呼吸療法士を、事務職員 1 名が病院経営管理士（旧事務長養成講座）をそ

れぞれ取得した。 

 経営状況は、経常損益が平成 27 年度は黒字だったが、28 年度以降は赤字となり 4 年間の最終

的な純損益も赤字となる見込みである。また、第 1 期中期計画の余剰金の中から設立団体である

川崎町に 100,000 千円を納付した。 

第 3 期中期計画（平成 31～34 年度）では、経営改善を図りつつ、法人の基本理念である、地

域の皆さまから愛され、親しまれ、信頼される安心で人にやさしい病院を目指すため、以下の基

本方針の実施を継続する。 

〇満足いただける、あたたかみをもった、良質な医療の提供と、快適で人にやさしい医療環境の

充実に取り組む。 

〇他の医療機関との連携を深め、地域の医療、福祉、保健の発展に貢献する。 

〇常に向上心を持ち、新しい知識や技術の習得に努める。 

〇業務に意欲的に取り組み、経営への参画意識を高め、健全な経営の確保に努める。 

〇患者さま中心のチーム医療を推進し、活気のある職場を創る。 

 

２．大項目ごとの特記事項 

（１）住民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項 

 病院全体で、患者・家族等に対する説明に対して重要性を認識し、より良い対応を心掛け、地

域医療連携室を中心に相談体制の充実を図った。また、リハビリ技師による地域での予防給付活

動を開始し、住民との交流を深めた。 

【Ｈ27】医師・管理栄養士等による院内健康教室開催。外来待合室の椅子の改修。階段の手摺り

増設。外来・病棟の窓ガラス遮蔽フィルム施行作業を実施。X 線一般撮影装置の更新。 

【Ｈ28】診察室・受付前の窓ガラス遮蔽フィルム施行作業を実施。病棟の洗面所のシンク交換。 

骨密度測定装置の新規導入。 

【Ｈ29】白内障手術装置・胃大腸内視鏡装置・PACS の更新。 

【Ｈ27～H30】リハビリ技師による町内の公民館等での転倒予防教室、介護予防講習会、健康教

室を開催。 
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年 1 回、患者満足度調査を実施し、施設・療養環境、接遇に関する満足度及び患者ニーズ等の現

状把握を行った。 

 

（２）業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 法人として運営体制の確立については、法人運営の基本方針及び重要施設に関する事項を審議

する為、経営企画会議にて病院経営を迅速に方針決定し、決定事項を着実に実行するように努め

た。具体的には、白内障手術の再開、特定疾患療養管理料の類上げ等で改善及び効率化を図った。 

 

（３）財務内容の改善に関する事項 

 予算、収支計画及び資金計画については、中期計画の枠の中で、収入増加対策や歳出の節減を

図った。経常損益ベースで平成 27 年度は、44,988 千円の黒字決算だったが、平成 28 年度は△

7,762 千円、平成 29 年度は△35,083 千円と赤字決算となった。また、第 1 期中期計画の余剰金

の中から設立団体である川崎町に 100,000 千円を納付した。 

 

「項目別の状況」 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

（１） 救急医療の取り組み 

＜中期目標＞高齢化が進んでいる田川地域にあっては、救急医療に対するニーズは今後も高いた

め、町内の医療機関だけでなく周辺地域の医療機関と連携した救急医療体制を構築する。 

 

＜中期計画＞地域住民の救急医療のニーズに応えるため、受け入れ体制の充実を進めながら、救

急医療懇親会及び公的病院会議等に参加しながら消防署や地域医療機関と連携を強化し、二次救

急医療体制を維持する。また、町立病院で受け入れ対応が困難な場合には、地域の急性期病院等

と緊密に連携し、必要な処置を行い、搬送等により迅速かつ適切な対応を行う。 

 

【実績】 

・田川地区輪番制で決められた 2 次救急当番で可能な限り受け入れを行った。 

【Ｈ27】（輪番回数 35 回・救急車での搬入 149 件） 

【Ｈ28】（輪番回数 34 回・救急車での搬入 124 件） 

【Ｈ29】（輪番回数 33 回・救急車での搬入 147 件） 

【Ｈ30 見込】（輪番回数 31 回・救急車での搬入 116 件） 

合計（輪番回数 133 回・救急車での搬入 536 件） 

・2 次救急当番の受入体制として、医師 1 名・看護師 2 名・診療放射線技師 1 名の当直勤務であ

ったが、平成 28 年度より夜間診療体制充実のため、薬剤師 1 名を 23 時までの延長勤務、臨床

検査技師 1 名を当直勤務とした。 
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・救急技術の向上、救急隊との連携の為、筑豊地域救命救急研修会、救急実務者研修会、田川地

区急患センター運営委員会、田川 EMC フォーラム、救急医療懇話会、田川地区自殺対策実務者

会議に参加した。 

 

（２） 患者に満足される医療の提供 

＜中期目標＞患者が医療の内容を理解し、治療の選択を患者自身が決定できるような医療の提供

システムや患者からの相談に対して接遇を含めて円滑に行えるようなシステムを検討する。また、

入院患者への薬剤師による薬剤管理指導を実施する。 

 

＜中期計画＞①「インフォームドコンセントの充実」説明と同意に関する方針と手順を明確にし、

納得した上で患者自身が診療を選択できるように、十分な説明を行う。また、相談及び患者家族

への説明スペースを確保し、プライバシーへの配慮、接遇の向上を図り、より相談しやすい体制

づくりを図る。 

 

②「入院患者への薬剤管理指導の充実」患者の QOL 向上や病識の認知度向上等の観点から、薬

剤管理指導を、年間目標を定め実施する。 

 

【実績】 

①インフォームドコンセントについて、患者や家族が診療内容を適切に理解し、納得したうえで

診療方法を選択できるように、治療・検査・手術・輸血・造影剤・行動制限等における同意書を

用い、丁寧かつ分かり易い説明に努めた。医師が患者に説明する場合は、状況に応じ看護師が同

席するように努めた。患者満足度調査による、「病気や治療についての説明」、「対応や説明」、「言

動や態度」の職員の評価については不満等も少なく、良好な結果となった。説明スペースの確保

について協議したが、空き部屋がないため、現時点では地域医療連携室の一角を利用している。

病棟での説明の際は、詰所の戸を閉めて、「面談中」の札を掛けて対応した。また、ＰＡＣＳを

活用し、モニターで一般撮影・ＣＴに加え内視鏡やエコーの画像等、患者に病気の状況を前回の

画像と比較しながら説明する事が出来た。 

＜看護部＞ 

・入院時、入院診療計画書に沿い、本人又は家族に丁寧かつ分かり易く説明している。また、説

明後に入院診療計画書を渡す際には、質問や不明点が無いかを再度確認する事を徹底している。 

・入院時、家族の来院が遅くなる等の理由で医師から家族への説明が当日出来ない場合において

も、入院時チェックシートを使用し、翌日以降確実に家族への説明が出来る体制にした。また、

転棟の際は、転棟時申し送り用紙により家族への連絡、説明を確実に行えるようにした。 

 

＜医療技術部＞ 
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・栄養指導・運動療法・投薬及び各種検査を行う場合は、患者が理解出来るように分かり易く説

明を行った。 

 

＜地域医療連携室＞ 

・専任の看護師と専従の社会福祉士が入院時より患者、家族と関わることで、早期退院に向けた

問題点を抽出し、医師とコメディカルによる多職種協働体制で支援を行っている。また、患者や

家族の不安事項については、居宅支援事業所や介護保険施設の介護支援専門員と共に面談を行い、

退院後の介護負担軽減に向けた支援を行った。 

 

②平成 27 年度より、薬剤管理指導料を算定開始し、喘息・COPD の患者に吸入薬のデバイスの

使用方法を中心に薬効や用法等の指導を行った。患者への薬剤管理指導は必要時行っているが、

指導料を算定するためには副作用の有無・薬歴管理表等継続的な書類が必要なため人員的、時間

的余裕が無く、実績は年間平均 3 件となった。 

 

（３） より安心で信頼のできる医療の提供 

＜中期目標＞患者及び地域住民に信頼される良質な医療を提供するため、院内感染防止対策を確

実に実施する。当院で発生している頻度の高いインシデント・アクシデントの結果をもとに、医

療事故等に対して改善策を検討する。 

 

＜中期計画＞①「院内感染防止対策の実施」院内感染対策委員会にマニュアルや各種指針等を整

備し、標準的予防策の徹底を行う。また、各種の感染に対し、感染源や感染経路に応じた対策を

講じる。また、針刺し事故など職業感染の防止策を実施する。 

 

②「医療安全対策についての実施」院内の医療安全に関する情報の収集・分析をリスクマネージ

ャー会議で行い、事故防止に向けた活動を医療安全対策が主体となり実施する。また、院外の医

療安全に関する情報の収集や、他院の業務改善内容を参考にする。それに関連する研修会に参加

し自院の事故防止に活用し、医療安全対策の徹底を図る。 

 

【実績】 

①感染対策委員による週１回の院内ラウンドと、月例開催の院内感染対策委員会で問題点を協議、

改善することにより、職員の感染防止対策に対する意識の向上、標準予防策の遵守率向上に結び

付いた。また、事務部門との連携で問題点を共有化する事が出来たため、問題点の改善が迅速に

行われた。看護部の感染対策委員会の活動として、各部署間で実施していた１次洗浄を見直し、

中央材料室での一括洗浄、滅菌業務の効率化、職員の病原菌による暴露を低減することが出来た。 
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また、感染に関する新人看護研修を実施した。院内感染に対する認識を向上するために、近隣の 

医療機関から感染管理認定看護師を招き、全職員を対象とした研修会を開催した。院内感染の発

生率に関するサーベイランスを行い、抗菌薬と手指消毒薬の使用状況を分析及び評価することで、

さらに効果的な感染対策に役立てている。 

 

②医療安全管理指針に基づき、医療安全対策を推進する担当者として、各部署からリスクマネー 

ジャーを選出し、インシデント・アクシデントレポートの積極的な提出を促進し、当該事象につ

いて分析、検討し対応を協議した。また、重要事項は、医療安全対策委員会で解決策を諮り周知

した。最も多かった事象は、転倒・転落に関する項目が多かったため、平成 28 年度より多職種

の参加による転倒・転落委員会を設置し開催した。また同年度より医療事故調査制度が開始とな

り、組織構成、会議招集、調査方法及び結果報告等について明確にした要綱を作成した。平成

29 年度、医療安全管理者の資格取得のため、看護師 1 名・放射線技師 1 名が看護協会開催の研

修を受講した。 

 

＜インシデント・アクシデントレポート件数＞ 

【Ｈ27】154 件（３A 以上 36 件） 【Ｈ28】114 件（３A 以上 17 件） 

【Ｈ29】150 件（３A 以上 17 件） 【Ｈ30 見込】139 件（３A 以上 23 件） 

 

（４） 快適な医療環境の提供 

＜中期目標＞患者や来院者により快適な環境を提供するため、施設の補修・改善・点検を行う。 

 

＜中期計画＞主に高齢者、障害者、身体機能低下がみられる患者に配慮した、手摺りの増設、ト

イレ環境の整備、外壁補修工事等の補修・改善を実施し、安全で利便性の高い療養環境の整備を

行う。 

 

【実績】 

・ご意見箱や患者満足度調査の要望などから、来院者や職員等すべての人に快適な環境を提供す

るため、以下の事を実施した。 

【Ｈ27】待合室椅子の入替、病室窓ガラスのフィルム貼り、階段手摺り片側増設、１階デイルー

ム放送設備、危険性の高い部分の外壁工事 

【Ｈ28】診察室及び受付前窓ガラスの遮光フィルム貼り、病棟の共同使用のシンク改修、外来及

び病棟トイレのタイル洗浄、４月の熊本地震で生じた不具合に対する内装及び外壁補修工事 

【Ｈ29】院内段差解消工事、駐車場センサーライト取付工事 

【Ｈ30】言語聴覚室改修工事、託児所改修工事、1 病棟・2 病棟洗面所シンク改修工事  
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（５） 質の高い医療の提供 

＜中期目標＞質の高い医療の提供のため、地域医療連携室が中心となって地域医療支援病院や、

がん診療連携拠点病院等の地域の中核病院との連携の強化及び機能分担を推進する。 

 

＜中期計画＞当院で対応が困難な専門外の症例や高度で専門的な医療設備がある医療機関への

受診が必要な場合等に関しては、地域医療連携室が窓口となり、適切な連携先に円滑に照会がで

きるように、地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の地域の中核病院との連携の強化及び

機能分担の推進を行う。 

 

【実績】 

・脳卒中・心筋梗塞等手術が必要な場合の受入先を、脳卒中の場合は社会保険田川病院、心筋梗

塞の場合は田川市立病院、両院受入困難時は飯塚病院として、地域医療連携室間で情報を共有し

ながら適切な対応を行った。 

【Ｈ27】（脳卒中）社会保険田川病院 6 例・（心筋梗塞）田川市立病院 8 例・飯塚病院 7 例 

【Ｈ28】（脳卒中）社会保険田川病院 7 例・（心筋梗塞）田川市立病院 2 例・飯塚病院 5 例 

【Ｈ29】（脳卒中）社会保険田川病院 5 例・（心筋梗塞）田川市立病院 3 例・飯塚病院 3 例 

【Ｈ30 見込】（脳卒中）社会保険田川病院 6 例・（心筋梗塞）田川市立病院 4 例・飯塚病院 5 例 

・社会保険田川病院との間で平成 27 年 5 月より大腿骨頸部骨折、8 月より脳卒中の連携パスを

それぞれ開始した。 

【Ｈ27】大腿骨頸部骨折 3 名 【Ｈ28】大腿骨頸部骨折 1 名・脳卒中 1 名 

【Ｈ29】大腿骨頸部骨折 3 名 【Ｈ30 見込】大腿骨頸部骨折 2 名・脳卒中 1 名 

・毎年定例の田川地区医療機関ネットワーク協議会に医師・看護師・薬剤師・事務職員等の多職

種が参加した。 

 

（６） 法令・行動規範の遵守 

＜中期目標＞第一期中期計画中に起きた医薬品紛失事故を重く受け止め、以下の内容を実施する。 

① 町民から信頼される病院となるため、医療法をはじめとする関係法令を遵守し、行動規

範と職業倫理について、職員ひとりひとりの意識向上を図り、安心で親しまれる病院運

営を行う。 

② 医薬品管理体制等の具体的な対策を検討し実行する。患者満足度調査結果における利用

者の苦情については、迅速に対応できるシステムを検討し実施する。 

③ 個人情報保護及び情報公開に関しては川崎町個人情報保護条例及び川崎町情報公開条例

を尊重し、町の機関に準じて適切に対応する。カルテ（診療録）などの個人情報の保護

並びに患者及びその家族への情報開示についての規約を整備する。 
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＜中期計画＞①「法令・行動規範の遵守」町民及び患者やその家族から信頼される病院となるた

め、医療法等の関係法令を遵守し、行動規範と職業倫理について、職員ひとりひとりの意識向上

を図るための、啓蒙活動を行う。 

②「医薬品管理体制の充実」薬品の適正在庫、品質、保管、取扱等の管理体制の充実を図る。ま

た、医薬品紛失事故の再発防止等を含め、法令及び当院の「医薬品業務手順」、「看護業務手順マ

ニュアル」を遵守し、必要に応じて各種手順書の改訂を行う。なお、重大な問題が発生した場合

は、医療安全対策委員会等で早急に対応を協議する。 

③「患者・家族の意見要望への対応」患者満足度調査やご意見箱の苦情や意見要望等については、

迅速に対応できるクレーム対策委員会を設置し、分析及び対応について検討する。 

④「診療情報開示等の適切な対応」個人情報保護法及び診療情報開示に関しては、川崎町個人情

報保護条例及び川崎町情報公開条例の趣旨を尊重し、町の機関に準じて適切に対応する。また、

診療録などの個人情報の保護並びに患者及びその家族への情報開示については、規約及び要綱を

整備しているが、法改正等の変更については、随時、柔軟に対応する。 

 

【実績】 

①田川保健福祉事務所の医療法等関係法令に基づく医療監視を受けたが、第 2 期中期計画中にお

いて改善事項等は無く適正に運営が行われていることが確認された。毎年末に服務規律や綱紀粛

正に関する全体集会を開催した。 

毎年定例で町役場主催の人権研修会に派遣職員と法人職員が参加した。参加者数は以下の通り。 

【Ｈ27】11 名 【Ｈ28】26 名 【Ｈ29】26 名 【Ｈ30 見込】26 名  

②定量発注方式により適正在庫に努めた。随時、直近の使用量により適正な在庫数を把握し発注

点の見直しを行っている。 

 

（７） ボランティアとの協働によるサービス向上 

＜中期目標＞地域に愛される病院として、ボランティアとの協働を推進するため、ボランティア

の活動範囲や参加条件などを整備する。 

 

＜中期計画＞ボランティアの情報収集、検討等を行い、地域に愛される病院として、ボランティ

アとの協働によるサービスの向上を行う。また、ボランティア募集については、病院ホームペー

ジや院内掲示等を活用する。 

 

【実績】 

・病院ロビーの展示会（絵画・七夕飾り・クリスマスツリー） 

・職員による病院周辺の清掃活動（毎月 1 回） 
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・年 2 回（6 月・11 月）の町内一斉清掃に参加。 

・院内クリスマスコンサートを実施し、毎年約 80 名近くの参加があった。 

【Ｈ27】 フルート四重奏  【Ｈ28】 中止   

【Ｈ29】 クラリネットとピアノ 【Ｈ30 予定】 バイオリンとピアノ 

 

（８） 町の保健・福祉行政との連携 

＜中期目標＞住民の健康増進及び予防を目的とした事業の実施や、患者が退院後に自宅等で療養

生活を営む為に町の関係部署及び地域の医療機関と連携・協力の方法を検討し実施する。 

 

＜中期計画＞住民の健康増進及び予防を図るため介護予防体操等取り組み、町の保健センターと

の連携強化を図り行事等の企画を行う。また、患者が退院後に自宅等で療養生活を営む為に町の

高齢者福祉課、社会福祉課、包括支援センター等関係部署及び地域の医療機関と連携の強化を図

る。 

 

【実績】 

・予防接種実施状況 

ワクチン名     Ｈ27    Ｈ28    Ｈ29    Ｈ30（見込） 

小児肺炎球菌    30           10           8          16 

成人肺炎球菌    115          105         114         111 

Ｂ型肝炎       0            0           5           2 

Ｈｉｂ       20            9           8          12 

日本脳炎      25           25           0           0 

二種混合            19           21          11          17 

四種混合            18           11           6          12 

ＭＲ                12            6           0           6 

ＢＣＧ               6            4           3           4 

ポリオ               0            3          0           1 

麻しん        1       0      0       1 

水痘         6       5       1       4 

おたふく             1       0      0       1 

インフルエンザ    1376         1294        1010       1227 

合計       1629     1493    1166     1414 
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【Ｈ27】 

理学療法士及び作業療法士が町保健センターや高齢者福祉課と連携し、転倒予防教室 2 回（西田

原・新光各公民館）、介護予防講習 1 回（安宅老人大学）を開催した。また、院内で医師・管理

栄養士・理学療法士が共同で健康教室を開催した。 

【Ｈ28】 

理学療法士及び作業療法士が川崎町老人クラブ連合会からの依頼で総合福祉センターにて、7 月

と 1 月に健康体操の指導を行った。 

【Ｈ29】  

理学療法士及び作業療法士が川崎町役場ＯＢ会と川崎町老人クラブ連合会からの依頼で、4 月と

9 月に健康体操の指導を行った。また、池尻小学校で行われた認知症講座に理学療法士 2 名が参

加した。 

【Ｈ30 見込】 

理学療法士及び言語聴覚士が川崎町老人クラブ連合会からの依頼で、9 月に健康体操の指導を行

った。 

 

（９） 災害時における医療協力 

＜中期目標＞大規模災害や公衆衛生上重大な感染症等の被害が発生及び発生しようとしている

ことを想定した場合の町災害対策本部との連携など、迅速かつ適切な対応が実行できる災害時医

療体制整備を行う。また、町及び医療機関等との連携を取るための連絡網の整備を行う。 

 

＜中期計画＞大規模災害や公衆衛生上重大な感染症等の被害が発生及び発生しようとしている

ことを想定した場合の町災害対策本部との連携など、迅速かつ適切な対応が実行できる体制づく

りを行うと共に、町の防災計画に沿った災害マニュアルを作成する。 

 

【実績】 

大規模災害時の火災発生に備え、消防計画や災害マニュアルを整備し、毎年、防災避難訓練を 2

回開催した。また、平成 28 年度より田川消防署主催の医療機関震災対策研修会に看護師 2 名が

参加した。 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 １．医療スタッフの確保、専門性及び医療技術の向上 

（１）医療スタッフの確保 

＜中期目標＞①「医師の人材確保」医療水準を向上させるため、県内の医学部を設置する大学及

び福岡県との連携を強化し、医師の人材確保を行う。 
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②「看護師及び医療技術職員等の人材確保」福岡県内の関係教育機関との連携を強化し、看護師

及び医療技術職員の確保に努める。職員募集については、計画的な人員採用を行う。 

 

③「育児支援等による人材確保」病院で働く全職種の職員が育児と業務の両立を支援し、安心し

て働ける病院とするために、規約の整備を実施する。 

 

＜中期計画＞①「医師の人材確保」当院が提供する医療水準の維持向上を図るため、主に九州大

学と福岡県保健医療介護部医療指導課への訪問を通じて連携強化に努めると共に、福岡県の他大

学との連携や人材派遣会社の活用も検討する。 

 

②「看護師及び医療技術員等の人材確保」福岡県内の関係教育機関等への訪問を通じての連携、

院内の教育体制の充実、労働環境の向上に取り組み、看護師及び医療技術職員等の人材確保を行

う。職員募集については、医療法、施設基準を遵守すると共に、業務量や休暇取得状況等を把握

したうえで、計画的な人員採用を行う。 

 

③「育児支援等による人材確保」全職種の職員が育児と業務の両立を支援し、安心して業務に専

念出来る環境とするために、法改正等に柔軟に対応し、規約の見直しを行う。また、就学前児童

を育てる看護師は、希望により夜勤免除を実施する。職員に対して育児支援に関する情報提供を

定期的に行う。 

 

【実績】 

①中期計画期間中、福岡県からの派遣による 2 名の内科医（自治医科大学出身）を確保する事が

出来た。また、人材派遣会社より採用の外科非常勤医師 1 名が週 2 回外来診察、九州大学の協力

で内科外来の土曜 2 診体制が継続出来た。医師確保の充実により、利便性向上に繋がった。 

 

②＜看護部＞退職等欠員が出た都度、採用及び人材会社からの派遣で人員確保を行う事が出来た。 

＜医療技術部＞放射線技師 2 名体制のため、不測の事態を想定し、同じく放射線技師 2 名体制の

糸田町立病院と人事交流を開始した。 

＜その他＞2 名の障害者を用務員と外来クラークの職種で雇用した。 

 

③ワークライフバランスを考慮し、休暇の希望はほぼ要望通りにしている。 

就学前児童を持つ准看護師 1 名に対し、就業継続支援として夜勤免除を行った。 

育児休暇取得者数は次の通り。【Ｈ27】1 名 【Ｈ28】3 名 【Ｈ29】3 名 【Ｈ30 見込】6 名  
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（２）専門性及び医療技術の向上 

＜中期目標＞医師、看護師、薬剤師、放射線技師、検査技師等の研修等を充実し、専門性及び医

療技術の向上を図る。事務部門においては、派遣職員からプロパー職員へ移行していくために病

院経営の専門的知識や経営感覚に優れた人材を育成し、経営の専門性を高める。 

 

＜中期計画＞①「専門性及び人材育成の充実」医師、看護師、医療技術の各部門において、重要

度、必要性を十分に考慮したうえで研修計画を立案する。計画に基づいて研修を実施し、専門性

及び医療技術の向上を図る。また、研修後には、研修内容の伝達を各部署にて行う。 

②「事務部門の人材育成」町の派遣職員からプロパー職員へ移行していくことから、病院経営の

専門的知識や経営感覚に優れた人材を育成するため、病院経営管理に関する資格取得や学会、研

修会等にも積極的に参加し、費用削減の取り組みについては、民間病院の手法を学び、経営の専

門性を高めるように取り組む。また、若手職員に関しては、病院規模や事務職員の人員から考え

た場合、一般事務だけでなく、医事、用度、財務等の研鑽が出来る体制をつくる。 

 

【実績】 

①＜診療部＞学会や研修会への積極的参加を行った。 

＜看護部＞委員会の役割に沿って年間教育研修計画を作成し、全ての職員が研修会に参加出来る

ように配慮している。平成 30 年度末時点見込で、看護協会入会者は 19 名、重症度医療看護必要

度評価者受講修了者 5名、認知症研修修了者 7名、がん患者リハビリテーション研修修了者 1名、

認定看護師管理ファーストレベル受講修了者 1 名。 

＜医療技術部＞通常業務に支障がない範囲で、研修に参加し知識向上を図った。また、研修の内

容により必要に応じて関連職員に対して伝達を行った。平成 30 年度末時点見込で、臨床検査技

師 1 名が超音波検査士（消化器領域）を資格取得。理学療法士 1 名が呼吸療法認定士を資格取得。

放射線技師 1 名が、Ａｉ認定診療放射線技師・第三種放射線取扱責任者・医療安全管理者を資格

取得。 

②平成 28 年度、事務職員のプロパー化計画について、町と病院とで現在の派遣職員 2 名体制の

見直しについて協議し、覚書を締結した。平成 24 年度から、プロパー化促進のため、2 名の若

手職員を採用して平成 30 年度末で 7 年となる。主に総務系の仕事に従事しているが、病院事務

の仕事は多岐に分かれており、今後、専門家育成の為には、医事・用度・施設・情報システム等

への知識、技能取得に励む予定である。事務局主幹が日本病院会の認定資格である、病院経営管

理士（旧事務長養成課程）を取得した。また、平成 30 年度より事務職員 1 名が診療情報管理士

の通信教育を受講する予定である。 
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２ 経営管理機能の充実 

（１）経営マネジメントの強化 

＜中期目標＞町立病院の運営に当たっては、病院長及び各部門の長がリーダーシップを発揮し、 

期的な経営に関する会議を開催し、組織内における適切な権限移譲と責任配分のうえ、相互の 

連絡調整を図る。今後の医療制度改正に対して迅速に対応できる経営マネジメント体制を検討し

実施する。 

 

＜中期計画＞町立病院の運営に当たっては、病院長、副院長、看護部長、事務長等の各部門の長

が出席して行われている経営企画会議を今後も定期的に開催を行い、今後の医療制度改革、診療

報酬改訂等において、迅速に対応できる経営マネジメントを強化する。また、経営企画会議の下

部組織を設置し、将来的なリーダー候補が積極的に経営出来る体制づくりを行う。 

 

【実績】 

・月 1 回、経営企画会議を開催、経営管理、業務運営、人材確保等の議題について協議し、効率

的な病院運営に努めた。病院経営に直結する業務を行う医事課職員の育成は、全国の公立病院共

通の課題である。今後は、医療制度改革や地域医療構想への対応も考え、医事課職員の育成に努

める。平成 29 年度、リーダー育成に関して、管理職以外の職員にも経営感覚を持ってもらうた

め、地域医療連携室の主任看護師を経営企画会議に出席させた。 

 

（２）収益の確保 

＜中期目標＞安定した収益の確保のために高度医療機器の有効利用方法や、的確な医療費の早期

徴収のための方法を検討し実施する。 

 

＜中期計画＞現在の医師及び看護師等の必要人員等、診療科等の診療機能を維持しながら、病床

利用率の向上、平均在院日数短縮、地域連携の強化、施設基準の新規届出や類上げ、高度医療

機器の有効活用に努め、患者数増と診療単価の向上を図る。また、未収金の未然防止策と早期

回収を行う。 

 

【実績】 

年度計画目標達成のため、入院患者数と病床利用率については、事務局と地域医療連携室に「入 

院患者件数一覧表」を掲示し、患者数の増減を把握する事に努めた。日毎で現状把握を行い、

経営企画会議で対策等について協議した。また、レセプトの査定報告を病院会議で周知し対応

策を協議した。窓口の未収金についても、滞納者への文書通知、納付誓約書の締結等で対応し

た。一般病棟の一部を地域包括ケア病床に再編する計画を検討及び協議したが、在宅復帰が困

難な患者が多い事や平均在院日数の短縮が厳しい事から、中期計画中の実施は出来なかった。 
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項目 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30（見込） 平均 

病床利用率 86.5％  83.1％  81.2％  79.9％  82.7％ 

一般病棟延べ入院患者数 18,457 人 17,387 人 16,985 人 16,746 人 17,393 人 

一般病棟入院平均単価 22,205 円 22,198 円 23,077 円 22,680 円 22,540 円 

一般病棟平均在院日数 37.8 日 36.1 日 33.4 日 28.6 日  33.9 日 

療養病棟延べ入院患者数 13,847 人 13,535 人 12,639 人 12,122 人 13,035 人 

療養病棟入院平均単価 18,107 円 18,045 円 18,365 円 18,508 円 18,256 円 

一般療養平均単価 20,448 円 20,312 円 21,068 円 20,693 円 20,630 円 

内科延べ外来患者数 21,888 人 21,035 人 19,855 人 18,839 人 20,366 人 

内科外来平均診療単価 18,219 円 17,825 円 18,721 円 18,608 円 18,343 円 

外科延べ外来患者数 1,229 人 1,024 人 738 人 566 人  889 人 

外科外来平均診療単価 8,834 円 8,243 円 8,145 円 8,100 円  8,330 円 

眼科延べ外来患者数  3,804 人 3,666 人  3,535 人 3,811 人 3,704 人 

眼科外来平均診療単価 5,803 円 5,951 円 6,136 円 6,250 円  6,035 円 

外来平均診療単価 15,800 円 15,567 円 16,470 円 16,609,円 16,111 円 

 

（３）費用の節減 

＜中期目標＞費用削減のため、薬品費、診療材料については適正な在庫管理のための方法を検討 

し実施する。また、多様な契約方法を活用する。 

 

＜中期計画＞費用削減のため、薬品費、診療材料について、適正な在庫管理のための定量発注方 

式等を検討し実施する。また、継続して複数年契約の実施を行うと共に、多様な契約手法につい

ては情報収集、成功事例を参考にしながら実施する。また、ジェネリック医薬品の採用率の向上

を図る。 

 

【実績】 

〇薬品・診療材料在庫比較 

項目（円）  Ｈ27      Ｈ28          Ｈ29          Ｈ30（見込）  

薬品在庫  8,127,757   12,156,470    7,608,645     10,756,996 

診材在庫  1,366,856    1,626,394    2,566,015     1,729,624 

 

医薬品毎の使用数を基に発注点を決定した定量発注方式を採用している。 

医薬品の価格交渉は、2年に 1回の薬価改定時に実施していたが、新薬採用による値崩れを調整

するため平成 27年度より価格交渉を毎年実施する事に決め、予定通り実施した。後発医薬品へ 
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の切り替えにより、数量ベースでの平均使用率は平成 28年度で 52.5％、平成 29年度で 56.8％

となり後発医薬品使用体制加算の届出を行うことが出来た。薬品及び診療材料の費用に関して、

薬品は薬事審議会で品目や在庫、適正価格を審議し、費用の削減に努めた。棚卸について、薬品

は 2ヵ月に 1回、診療材料は月 1回で実施し、適正化に努めている。 

 

（４）人事評価制度の構築 

＜中期目標＞職員のモチベーションの維持・向上を図るため、職員の努力を評価し、業績や能力

を的確に反映した人事及び昇任、昇格制度の整備を実施する。 

 

＜中期計画＞職員のモチベーションの維持・向上を図るため、職員の努力を評価し、業績や能力

を的確に反映した人事及び昇任、昇格制度の整備を実施する。 

 

【実績】 

派遣職員（公務員）は年功重視の給与体系であるが、法人職員は、独法開始当初より近隣の公立

病院を参考にした職務能力が給与に反映される給料表を使用している。人事評価に関しては、勤

勉手当に関してのみ 6段階評価を行い賞与に反映している。然しながら、今年度より川崎町役場

においても人事評価制度が導入されているので、今後は病院組織に適合した制度を策定するため

の準備を行う。 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項 

（１）運営費負担金の縮減に向けた経営基盤の確立 

 

＜中期目標＞川崎町の厳しい財政状況を踏まえると、引き続き経営状況に応じて町立病院全体の

運営費負担金縮減が求められることから、さらなる経営の効率化や健全化に向けた取組みを進め

安定した経営基盤を確立する。 

 

＜中期計画＞経営状況に応じて町立病院全体の運営費負担金の縮減が求められることから、さら

なる収入の増や経費削減を行い、経営指標を用いながら経営の効率化や健全化に向けた取組みを

進め、安定した経営基盤を確立する。 
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【実績】 

〇経営指標比較 

項目（％）   基準値    Ｈ27     Ｈ28      Ｈ29          Ｈ30（見込）  

経常収支比率  103.1          102.8        100.0         97.0         94.7 

15 

医業収支比率  80.7     101.5    104.5     97.2     91.1 

職員給与比率  63.2      55.5      59.3     60.7     61.5 

薬品収支比率   ―      22.8     21.6         21.9         24.7 

＊基準値とは、平成 28 年度地方公営企業年鑑の 50 床から 99 床未満の黒字経営病院の指標で

ある。 

 

平成 27, 28 年度は経常集比率及び医業収支比率は、100％以上を維持したが、平成 29 年度実績

及び平成 30 年度見込で各比率は降下した。収支の悪化に伴い、職員給与比率が年々上昇傾向に

ある。医業収益率に対する他会計負担金の割合は、各年度 6～7％で推移し、他の地方独立行政

法人と比較した場合でも低い水準となった。 

 

 

（２）将来の設備投資に向けた財源の確保 

＜中期目標＞病院建替に対して、多額の投資が必要となることから、将来の設備投資に備えた財

源の確保の方法を検討する。 

 

＜中期計画＞病院建替に対して、多額の投資が必要となることから、将来の設備投資に備えた財

源の確保の方法を検討する。 

 

【実績】 

第 1 期中期計画の余剰金の内、設立団体である川崎町に 1 億円を納付し、将来の病院建替や大

規模改修にかかる経費として財政調整基金への繰入を行った。 

【Ｈ27】当期純利益 44,988 千円を病院施設建替・整備又は医療機器等の購入に充てる目的積

立金として処理した。 

【Ｈ28】当期純利益△7,762 千円となったため、累積積立金を取り崩し同額の補填を行った。 

【Ｈ29】当期純利益△35,358 千円となったため、累積積立金を取り崩し同額の補填を行った。 

【Ｈ30 見込】当期純利益がマイナスになることが予想されるため、累積積立金を取り崩し同額

の補填を行う予定である。 
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第４ その他業務運営に関する重要事項 

（１）新規事業等の実施 

＜中期計画＞オーダリングシステム委員会を設置し、新規事業に関してはその都度準備委員会を

設置し、内容等については十分な検討を行う。 

 

【実績】 

オーダリングシステムの導入について、収支状況等みながら検討した結果、第 2 期中期計画中の 

導入は見送ることになった。 

 

（２）医療機器の整備 

＜中期計画＞中期計画中、内視鏡、長時間心電図データレコーダー、X 線一般撮影装置を優先的

に購入の検討をし、その他購入が必要になった機器においても、財政状況を視野に入れ、購入後

のランニングコストを含めた計画、実施を行う。 

 

【実績】 

各部署からの要望を伺い、その中で必要度を判断し医療機器購入計画リストを作成している。 

第 2 期計画中に購入した主な購入機器及び備品は以下の通り 

【H27】X 線一般撮影装置、待合室椅子一式、事務用コピー機 

【H28】骨密度測定装置、ノンコンタクトトノメーター、高周波手術装置、圧縮空気装置 

【H29】白内障手術機器一式、PACS、胃大腸拡大内視鏡、人工呼吸器、多項目血球数測定装置 

【H30 見込】8 人用セントラルモニター、システム生物顕微鏡 

 

 中期目標及び中期計画において 100 百万円。未実施。 

 

第５ 予算、収支計画及び資金計画 

＜中期計画＞ 

業務運営体制の効率化に関する目標を達成するための計画を確実に実施することにより、全体の

財務内容の改善を図る。中期目標の期間 4 年間を累計した損益計算において、経常黒字を目指す。 

 

１ 予  算  （別紙１参照） 

２ 収支計画  （別紙２参照） 

３ 資金計画  （別紙３参照） 

 

重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときの計画 

 中期目標及び中期計画においてなし。該当なし。 
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第６ 短期借入金の限度額 

＜中期計画＞100 百万円。想定される短期借入金の発生理由は、現時点では想定できないが、万

一の資金不足への対応。  

【実績】 

今年度も年度計画で想定された短期借入金を要する資金不足の状況は発生せず、事業資金は自己 

資金で賄った。 

 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画。 

＜中期計画＞なし。 

【実績】該当なし。 

 

第８ 余剰金の使途 

＜中期計画＞ 

決算において剰余金を生じたときは将来の投資（病院建物、修繕、医療機器等の購入等）及び地

方独立行政法人法第 40 条により処理する。 

【実績】該当なし。 

 

第９ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

＜中期計画＞ 

１． 施設及び設備に関する計画（平成 27 年度～平成 30 年度） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

 

病院施設、医療機器等

整備 

 

総額 103,680 千万円 

 

積立金の取崩 

（注１） 金額については見込である。 

（注２） 各事業年度の川崎町長期借入金等の具体的な内容については、各事業年度の予算編成 

過程において決定される。 

 

２． 法第 40 条第 4 項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処理に関する計画 

外壁補修工事           ６１，５６０千円 

オーダリングシステム導入費    ４２，１２０千円 

 

【実績】該当なし。 
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1 予算 別紙１                             （単位：千円） 

区分 予算額 決算額（見込）      差額 

収入 

 営業収益 

  医業収益 

  運営費負担金収益 

  補助金等収益 

 営業外収益 

  運営費負担金 

  営業外雑収益 

 臨時利益 

 資本収入 

  運営費負担金収益 

  長期借入金 

  その他資本収入 

  計 

 

４，６１２，７６５ 

４，４６０，８３７ 

１５１，９２８  

      ０ 

 ２５９，００９ 

 ２０１，８０７ 

  ５７，２０２ 

  １２，０８４ 

２６４，２０６ 

２２２，０８６ 

      ０ 

 ４２，１２０ 

５，１４８，０６４ 

 

４，３４０，９００ 

４，１８８，８６２ 

  １５２，０３８ 

        ０ 

  ２３４，２３０ 

  １７３，４９３ 

   ６０，７３７ 

   １２，０８１ 

  ２２２，０８６ 

  ２２２，０８６ 

        ０ 

        ０ 

４，８０９，２９７         

 

 △２７１，８６５ 

 △２７１，９７５ 

       １１０ 

             ０ 

    △２４，７７９  

  △２８，３１４ 

３，５３５ 

    △３ 

△４２，１２０      

     ０ 

     ０ 

△４２，１２０ 

△３３８，７６７ 

支出 

 営業費用 

   給与費 

   材料費 

   経費 

   研究研修費 

  一般管理費 

 営業外費用 

 臨時損失 

 資本支出 

  建設改良費 

  償還金 

  その他支出 

 計 

 

４，５５４，９８０ 

２，３９９，２５０ 

１，３１８，３８９ 

６１７，１８４ 

 ２２，４１７ 

１９７，７４０ 

１１４，４０１ 

 １１，１７５ 

４５８，０５４ 

     ４ 

３９２，７７０ 

６５，２８４ 

５，１３８，６１０ 

 

４，３７３，９３７ 

２，３１２，２２３ 

１，２６９，１７８ 

５７８，６９３ 

１９，７２５ 

１９４，１１８ 

１１２，９２１ 

  ８，１７４ 

４１５，７５９ 

    ０ 

３９０，８４９ 

２４，９１０ 

４，９１０，７９１ 

 

△１８１，０５１ 

△８７，０２７ 

△４９，２１０ 

△３８，４９１ 

 △２，６９２ 

△３，６２２ 

△１，４８０ 

 △３，００１ 

△４２，２９５ 

       △４ 

   △１，９２１ 

  △４０，３７４ 

 △２２７，８２７ 

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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２ 収支計画 別紙２                           （単位：千円） 

区分 計画額 決算額（見込） 差額 

収入の部 

営業収益 

 医業収益 

 運営費負担金収益 

 資産見返運営費負担金戻入 

 資産見返工事費負担金戻入 

 補助金等収益 

 資産見返物品受贈額戻入 

営業外収益 

 運営費負担金収益 

 営業外雑収益 

 臨時利益 

４，８８３，８５８ 

４，６１０，６２２ 

４，４５８，６９４ 

  １５１，９２８ 

        ０ 

        ０ 

        ０ 

        ０ 

  ２６１，１５２ 

  １７７，７３５ 

   ８３，４１７ 

   １２，０８４                    

４，５８０，９６８ 

４，３３７，７２５ 

４，１８５，８１９ 

１５１，９０６ 

      ０ 

           ０ 

      ０ 

          ０ 

２３１，１６２ 

１５２，１８５ 

 ７８，９７７ 

 １２，０８１ 

△３０２，８９０ 

△２７２，８７５ 

△２７２，８７５ 

       ０ 

       ０ 

       ０ 

       ０ 

  ０ 

△２９，９９０ 

△２５，５５０ 

△４，４４０ 

 △３ 

支出の部 

営業費用 

 給与費 

 材料費 

 経費 

 減価償却費 

 研究研修費 

 一般管理費 

営業外費用 

臨時損失 

純利益 

目的積立金取崩額 

純利益 

４，８１６，２１６ 

４，５５８，３１３ 

２，３９９，３４９ 

１，２２２，８６７ 

５７１，４３９ 

１４８，３５９ 

１８，６５８ 

  １９７，６４１ 

２５７，９０３ 

      ０ 

６７，６４２ 

      ０ 

６７，６４２  

４，６４０，２５９ 

４，３８８，９２０ 

２，３１５，１１１ 

１，１７５，６０８ 

  ５３７，２４２ 

１５０，３８４ 

   １９，３４５ 

  １９１，２３０ 

２４３，１６５ 

  ８，１７４ 

△５９，２９１ 

      ０ 

△５９，２９１ 

△１７５，９５７ 

△１６９，３９３ 

△８４，２３８ 

△４７，２５９ 

△３４，１９７ 

２，０２５ 

     ６８７ 

△６，４１１ 

△１４，７３８ 

  ８，１７４ 

△１２６，９３３ 

      ０ 

△１２６，９３３ 

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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３ 資金計画 別紙３                         （単位：千円） 

区分 計画額 決算額（見込） 差額 

資金収入 

業務活動による収入 

  診療業務による収入 

  運営費負担金による収入 

  補助金等収入 

  その他の業務活動による収入 

   臨時利益 

  投資活動による収入 

  運営費負担金による収入 

  その他の投資活動による収入 

 財務活動による収入 

  短期借入金による収入 

  長期借入金による収入 

  その他の財務活動による収入 

 前年度からの繰越金 

５，５０３，０５２ 

４，９２５，６２７ 

４，４６０，８３７ 

３８２，２６４ 

１３，５９０ 

 ５６，８５２ 

 １２，０８４ 

２５０ 

      ０ 

    ２５０ 

２２２，０８７ 

      ０ 

      ０ 

２２２，０８７ 

３５５，０８８ 

５，０６９，１５８ 

４，５９２，６９９ 

４，２００，７３３ 

２９９，８５９ 

   １３，５９０ 

   ６６，４３６ 

   １２，０８１ 

   ５０，０００ 

        ０ 

   ５０，０００ 

   ２２３，０４０ 

        ０ 

        ０ 

  ２２３，０４０ 

    ２０３，４１９ 

△２００，７７６ 

△２１０，３５７ 

△２６０，１０４ 

△８２，４０５ 

       ０ 

   ９，５８４ 

            △３ 

  ４９，７５０ 

       ０ 

  ４９，７５０ 

     ９５３ 

       ０ 

       ０ 

      ９５３ 

△１５１，６９９ 

資金支出 

 業務活動による支出 

  給与費支出 

  材料費支出 

  その他の業務活動による支出 

  投資活動による支出 

 有形固定資産の取得による支出 

  その他の投資活動による支出 

 財務活動による支出 

  短期借入金の返済による支出 

  長期借入金の返済による支出 

  移行前地方債償還債務の償還 

  による支出 

  その他の財務活動による支出 

 次年度への繰越金 

５，５０３，０５２ 

４，７２０，９４７ 

２，５９６，９９０ 

１，３２０，７０５ 

８０３，２５２ 

２，０４０ 

     ０ 

２，０４０ 

４０２，７６６ 

      ０ 

      ０ 

３５７，２９３ 

 

 ４５，４７３ 

３７７，２９９ 

５，０６９，１５８ 

４，５３４，６２１ 

２，４５３，３８３ 

１，２６５，３７３ 

  ８１５，８６５ 

   １７，４８６ 

   １５，４４６ 

       ２，０４０ 

４０３，０８２ 

      ０ 

           ０ 

３５７，２９１ 

 

 ４５，７９１ 

１１３，９６９ 

 △４３３，８９４ 

 △１８６，３２６ 

 △１４３，６０７ 

  △５５，３３２ 

   １２，６１３ 

   １５，４４６ 

   １５，４４６ 

        ０ 

      ３１６ 

        ０ 

          ０ 

       △２ 

    

３１８ 

△２６３，３３０ 

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入している。 
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